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件名 タービン建屋におけるけが人の発生について 

不適合の 
概要 

 平成 22 年 1 月 19 日午前 11 時 40 分頃、１号機のタービン建屋地下１階（管理区域）

において、空気圧縮機の分解点検作業中の協力企業作業員が、右手人差し指を負傷しま

した。右手人差し指から出血したことから、当社応急処置室にて応急処置を行い、業務

車にて病院に搬送しました。 

なお、作業員の身体に放射性物質の付着はありません。 

 

 

 

 

 

安全上の重

要度／損傷

の程度 

＜安全上の重要度＞ 

 
安全上重要な機器等 ／ その他設備 

＜損傷の程度＞ 

□ 法令報告要 
■ 法令報告不要 
□ 調査・検討中 

対応状況 

 

診察の結果、右人差し指切傷（６針縫合）と診断されました。 

今後、挟み込みが起きないように作業場所の４Ｓ（整理・整頓・清掃・清潔）に努め

るとともに、挟まった物を取り除く場合は、まず重量物を移動してから行うこととする

ように関係者に周知徹底します。 

 

 

 

空気圧縮機を分解した部品を

置いた枕木と床の間に挟まっ

ていた廃材のガスケットを引

き抜こうとして、手が滑り軍手

と人指し指が切れた。 

枕木 

空気圧縮機を 
分解した部品 
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